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岡崎市
環境部環境保全課





１　件名
　　環境法令届出・立入管理システムに係る情報提供

２　背景・目的
　　本市は、平成15年度(2003)に中核市となり愛知県から環境法令に関する事務が事務移譲されました。現在、環境法令に関する事業場の管理は環境法令届出・立入管理システムで行っています。　　　
　　この度、運用コストの安定化のため、クラウドシステムの導入を検討しています。
　　これを機に既存システムの課題を解決し、事務の更なる効率化を実現するため、新環境法令届出・立入管理システム（以下「新システム」という。）の導入を検討しています。
　　つきましては、新システムの導入・運用にあたり、機能仕様や経費算出の参考にさせていただくため、高度な知見を有する事業者からの情報提供をお願いするもの（以下「本RFI」という。）です。
　　なお、新システムは、令和９年12月からの運用を検討しています。

３　情報提供にあたっての前提条件
　⑴　既存システム等の状況
	システム名
	メーカー
	形態
	備考

	環境法令届出・立入管理システム
	富士通Japan(株)
	オンプレ
Webシステム
	庁内イントラネットより接続



　⑵　既存システム情報（2026.4.1時点）
　　ア　システム利用部署数　　　                              　  1部署
　　イ　登録事業場　　　　　　　　　　　　　　   　　　 　　　　 1999社

⑶　移行時提供データ
　　　別添１_既存システム登録データと同様のデータ形式及び項目で提供予定です。

　⑷　既存パソコン情報
　　　本市のシステム利用部署における庁内イントラPCの仕様は下表のとおりです。
	機種名
	スペック、OS概要

	Fujitsu
2in1タブレットパソコン
ARROWS　
Tab 7Q13A2
	Intel Corei5-1145G7プロセッサ2.60-2.61GHz
13.3インチ表示解像度FHD（1920×1080）タッチパネルメモリ8GB
内蔵ディスク（SSD）256GB
Windows 10 Professional 64bit(SAC)
Microsoft Office Professional Plus 2019LTSC


　　　その他の仕様については、別紙「岡崎市ICT調達ガイドライン付録システム調達に関する標準仕様書」を参照してください。

　⑸　新システム機能
　　　別紙「機能要件一覧」のとおりです。ただし、本資料は現時点での想定を示したものであり、全ての機能に対応することを要求するものではありません。
　　　また、基本的には、各社の標準機能を活用することを想定しています。

　⑹　利用環境
　　　新システムはクラウドサービスによるものとし、本市からデータセンターまでの回線はLGWANや閉域網を利用する等、セキュリティに配慮したものを想定しています。
　　　なお、LGWANや閉域網を利用しないインターネット回線のサービスであっても、情報提供を妨げるものではなく、セキュリティ対策の考え方を示し、積極的に提案してください。
　　　また、回線の種類が複数選択できるサービスである場合は、選択できる回線の種類を示し、併せて回線の種類に応じて発生する費用及び機能制限があれば示してください。

４　情報提供依頼事項
　　前述の背景・目的や前提条件を踏まえ、次に掲げる事項についての情報提供を求めます。
　⑴　提案する新システムの概要
　　ア　新システムの全体概要
　　イ　提案システムの機能一覧・保有する各システム機能の説明
　　ウ　セキュリティ対策
　　エ　前提条件、制約事項
　　オ　その他

　⑵　新システムの構成
　　　本市では業務システムのクラウド化を推進しています。このため、３⑸で示したとおり、クラウド形態によるシステムを基本としますが、クラウドサービスを有しない場合は、業務継続性の向上、運用負荷の低減等の提案を付したうえで、提案してください。

　⑶　製品の導入実績・受注状況
　　　新システムの導入実績と導入形態、また現在導入中の受注実績も含めた実績を示してください。
　　　なお、自治体名の公表が難しい場合は、地方名及び自治体規模（人口等）を可能な限り示してください。
　　　また、３⑴で示した既存システムからの移行実績があれば、併せて示してください。

　⑷　構築スケジュール
　　　以下のスケジュールを予定しています。適切な構築スケジュールを提案してください。なお、既存システムからのデータ移行の工程を必ず含めた提案としてください。
　　
　　ア　令和９年12月から運用開始（既存システムとの並行稼働）
　　イ　令和10年１月から本稼働開始

　⑸　現状の機能要件に対する対応
　　　別紙「機能要件一覧」に対応の可否等を記載してください。

　⑹　データ移行
　　　既存システムからのデータ移行にあたり、３⑴から⑶で示した既存システムの情報に加えて、調達において必須となる情報を示してください。

　⑺　運用・保守
　　　稼働後の運用・保守について、職員の役割、導入業者の役割等を明確にし、提案してください。なお、保守の内容は以下のとおりを予定していますので参考にしてください。
ア　受注者は、発注者がシステムを安全かつ確実に使用できるようシステムの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　使用について適切な助言を行うこと。
イ　システムの故障により発注者の業務に支障をきたしたとき又はきたすおそれ　　　のある場合は、発注者の請求により速やかに正常な状態に回復させること。
ウ　受注者は、発注者がシステムを運用する上で必要とするシステムデータの調　査、システムの機能に対する要望等の相談について随時対応すること。
エ　受注者は、発注者がシステムを運用する上で生ずる小規模なシステムの変更　を伴う要望事項について、発注者と相談の上、対応すること。費用が発生する大幅なシステムの改変については、発注者と協議の上、対応を決定すること。
オ　受注者は、法、制度改正及び事務取扱変更等により、発注者が大幅なシステムの変更について助言を求めた場合は、これに対応すること。

　⑻　概算費用
　　　概算のライフサイクルコスト（既存システムからのデータ移行を含む導入費用、稼働開始から５年間を終期とした期間にかかる費用）を年度毎に算出してください。
　　　なお、費用については以下の分類に従って、可能な限り、作業内容と工数、単価を具体化して提示してください。
　　ア　導入費用（内訳も示してください。）
　　イ　システム利用料
　　ウ　回線利用料（発生する場合）
　　エ　運用・保守費
　　ウ　その他費用

　⑼　解決したい課題
　　　本市が解決したい次に掲げる課題に対して、課題解決に資する提案をしてください。
　　ア　データ出力機能
既存システムにおいてもデータ出力は一部可能であるが、特定施設ごとの抽出は出来ず効率が悪い。そのため、システムで登録されているデータを簡単に出力をしたい。
イ　メモ機能
既存システムでは、特記事項等の入力、出力、検索が出来ない。事業者固有の特記事項などを簡単に入力・検索したい。

　⑽　その他
　　　上記のほか、新システム導入時に関する注意事項、手続き、手数料、拡張性、事務効率の向上に資する提案等、有益な情報の提供を求めます。

５　情報提供要領
　⑴　様式
　　　情報提供についての様式は、別紙「機能要件一覧」を除き任意とします。

　⑵　提出期限
　　　令和８年６月19日（金）17時必着

　⑶　問合せ先
　　　岡崎市環境部環境保全課　環境保全係（担当 片岡・藤井）
[bookmark: _Hlk194671208]　　　Tel：0564-23-6194　e-mail：kankyohozen@city.okazaki.lg.jp

　⑷　提出方法
　　　電子メールで次のアドレス（e-mail：kankyohozen@city.okazaki.lg.jp）まで提出してください。
　　　なお、ファイル容量が大きくなる（５ＭＢ以上）場合は、事前に連絡をください。

　⑸　質疑応答
　　　本RFIに関する質問がある場合は、前述のアドレスに電子メールで送付してください。質問のための様式は問いません。ただし、締切日直前の質問は締め切りまでに回答できない場合があります。


　⑹　RFIの取扱い
　　　提供を受けた情報、資料は次のとおり取扱うものとします。
　　・　本RFIは、的確な事業遂行が可能であるか、広く情報を得るための手段として実施しており、今回の情報提供により提供者が拘束されることや提供者の評価に影響を与えることはありません。
　　・　本RFIにおいて、どのような情報提供を受けても、それをもって将来の調達を約束するものではありません。
　　・　本RFIの実施に要する費用は、全て提供者の負担とします。
　　・　本RFIで提供を受けた情報、資料等は返却しません。
　　・　本RFIで提供を受けた情報、資料等については、本調達を検討する当市の関係者に限り利用し、提供者に断りなく関係者以外に提供しません。特に、コピー・配付を制限している資料についてはその旨明記してください。
　　・　本RFIで提供を受けた情報、資料等については、今後実施を予定する調達の際の調達仕様書に反映する場合があります。
　　・　提供者に対し、後日、本市から提供を受けた情報、資料等の内容等について照会又は追加の資料提供等を依頼する場合があります。
　　・　本RFIで知りえた本市の情報を第三者に漏らしてはなりません。
· 必要に応じて、追加の情報提供のお願いやヒアリングを実施させていただく場
合があります。
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